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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期

会計期間

自　平成18年
４月１日

至　平成18年
９月30日

自　平成19年
４月１日

至　平成19年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成20年
９月30日

自　平成18年
４月１日

至　平成19年
３月31日

自　平成19年
４月１日

至　平成20年
３月31日

売上高 （千円） 1,171,182 1,156,723 1,148,274 2,201,025 2,176,245

経常利益 （千円） 61,374 37,744 23,669 47,278 18,911

中間(当期）純利益　 （千円） 36,650 32,106 15,554 17,834 60,399

持分法を適用した

場合の投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 1,103,400 1,103,400 1,103,400 1,103,400 1,103,400

発行済株式総数 （千株） 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

純資産額 （千円） 256,101 268,458 311,329 236,964 296,202

総資産額 （千円） 1,512,839 1,419,653 1,378,116 1,393,625 1,379,189

１株当たり純資産額 （円） 12.85 13.47 15.63 11.89 14.87

１株当たり中間（当

期）純利益金額
（円） 1.84 1.61 0.78 0.89 3.03

潜在株式調整後

１株当たり中間

（当期）純利益金額

（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 16.9 18.9 22.6 17.0 21.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 10,651 45,765 9,787 △9,372 43,734

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △23 △8,561 △17,755 79,589 61,353

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △10,010 △12,057 △15,035 △77,928 △70,227

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（千円） 144,011 160,828 147,538 135,682 170,542

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]
（人）

136
[113]

137
[131]

138
[132]

138
[132]

133
[131]

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので「連結経営指標等」については、記載しておりません。

３　当社は関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については、記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。　
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 138　（132）　

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は臨時雇用者数の当中間会計期間の平均雇用人員であります。

(2）労働組合の状況

　当社の労働組合は昭和38年６月に結成されました。

　組合員数は平成20年９月30日現在83名であります。

　なお、労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格や穀物相場の高騰などに伴う原材料価格の上昇、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した金融不安、改正建築基準法の施行による住宅の新規着工件数の落ち込み等により、景

気は減速感および先行き不透明感を強めてまいりました。個人消費におきましても、ガソリンや食料品など生活関

連物資の値上げによる買い控えや生活防衛傾向が現れるなど低調な推移を見せております。

　菓子業界におきましては、低価格志向や消費の減少傾向が続く中、原燃料価格や包装資材価格の上昇などが売上原

価を押し上げ、粗利益を圧迫する状況となっており、また、年初来からの輸入食品の安全性に対する疑問や一連の食

品偽装表示等による不安から、消費者の食に対する安全・安心への関心は一層の高まりを見せるなど、経営環境は

さらに厳しさを増しております。

　このような状況下、当社は売上高の確保、収益改善が喫緊の課題であると認識し、焼菓子を使った新詰合せ軽ギフ

ト商品の全店拡販に努めるとともにオリジナル玉子煎餅の開発にも取り組み、ＯＥＭ需要の掘り起こしに注力しま

した。さらに、コスト面では、店舗人件費率の更なる改善等に取り組みました。また生産面におきましては、設備の更

新を伴った製造原価率低減、コスト構造の徹底した見直し、廃棄ロス削減にも継続的に取り組みました。さらに、損

益面では、平成20年5月に、不採算であった「長滝店」を閉店するとともに、「紀ノ川店」を新規出店いたしました。

　しかしながら、これらの取り組みにも拘らず、当中間会計期間の売上高は、直営店部門におきましては、前年同期よ

り15百万円減少し、459百万円（前年同期比96.7％）となりました。

　百貨店部門におきましては、前年同期より9百万円減少し、354百万円（前年同期比97.5％）となりました。

　スーパー部門におきましては、前年同期より12百万円増加し、200百万円（前年同期比106.4％）となりました。

　喫茶部門は、前年同期より0百万円減少し、41百万円（前年同期比99.3％）となりました。

　これらにより、当中間会計期間の全社売上高は、前中間会計期間より8百万円減少して1,148百万円（前年同期比

99.3％）となりました。

　また、当中間会計期間の損益面におきましては、仕入原材料費、燃料費等が高騰したことや労務費の上昇などによ

り売上原価が652百万円（前中間会計期間は641百万円）と増加し、さらに売上高が低調に推移したことが、営業損

益に大きな影響を及ぼす形となりました。その結果、当中間会計期間の営業利益が28百万円（前年同期比39.8％

減）、経常利益23百万円（前年同期比37.3％減）、当中間会計期間の純利益は15百万円（前年同期比51.6％減）とな

りました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況

  当中間会計期間における現金及び現金同等物は、仕入債務の増加による資金の増加がありましたが、税引前中間

純利益が20百万円と前中間会計期間より減少したこと、たな卸資産が増加したこと、長期未払金が減少（未払退職

金の支払い）したことなどにより、前中間会計期間に比べ13百万円減少し、147百万円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の増加（前年同期比35百万円の減少）

となりました。これは主に、税引前中間純利益20百万円、減価償却費13百万円、仕入債務の増加15百万円による資金

の増加とたな卸資産の増加17百万円、長期未払金の減少（未払退職金の支払い）13百万円による資金の減少などに

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の減少（前年同期比9百万円支出の増

加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17百万円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、15百万円の減少（前年同期比2百万円支出の増

加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出15百万円によるものであります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

製品別

当中間会計期間
（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

羊羹 72,624 130.0

缶詰 80,220 113.1

饅頭 165,150 95.6

煎餅 20,460 106.5

その他 88,563 104.2

計 427,019 105.7

　（注）１　金額算出の基準は各期の製造原価によっております。

２　その他は羊羹、缶詰、饅頭等の詰合せに使用された容器類等を含んでおります。

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

品別

当中間会計期間
（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

饅頭 74,103 112.9

煎餅 44,853 109.2

缶詰 40,770 87.7

その他 79,751 101.8

計 239,479 103.4

　（注）１　生産実績に含まれない仕入商品であります。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当社の製品は需要周期が安定しており、一部製品を除いて見込生産によっております。
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(4）販売実績

①　販売経路

　主たる販売先は当社直営店並びに全国の有名百貨店、小売店に対する直販経路によります。

②　販売実績

販売先別

当中間会計期間
（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

直営店 459,254 96.7

百貨店 354,370 97.5

スーパー 200,829 106.4

喫茶部門 41,199 99.3

その他 92,619 105.0

計 1,148,274 99.3

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績に対する割合が
10

を超える相手先はありません。
100
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３【対処すべき課題】

  　　当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題は　　

　　ありません。

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

５【研究開発活動】

  当社は『菓子を通じて、感動と和みのある心豊かな生活シーンを提案する』という企業理念に基づき、伝統と現代

感覚の調和を図るとともにニーズに応じた製品作りに注力し、製品の差別化、顧客満足の最大化を目指すこと並びに

社会文化の創造に貢献することを目的とした研究開発活動に取り組んでおります。

  なお、当中間会計期間における研究開発費は14百万円であります。

研究開発活動を示すと次のとおりであります。

① 製造関連部門

  昨今、食品業界では食品の偽装表示や中国産原材料の問題等が相次いで発生し、消費者の信頼を損ないかねない状

況となっております。当社におきましては、法令順守はもとより、お客様に安全・安心な商品を提供することを最優先

課題として研究開発活動に取り組んでおります。品質管理の徹底、生産効率の向上にも鋭意、取り組んでおります。

  当中間会計期間における研究開発費は6百万円であります。

② 商品関連部門

  主力商品である焼菓子「栗果」の内容調整及びデザイン変更、鳴門産さつまいもを使用したスイートポテトの新規

投入、和歌山産丹波種黒豆使用の黒豆羊羹の開発、また赤飯のレトルトパック開発など進物から自家需要まで幅広い

用途・価格帯に対応した商品開発に取り組みました。

  当中間会計期間における研究開発費は8百万円であります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

　　 新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。

 

（2）重要な設備の除却等

　　 新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年12月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,000,000 20,000,000 非上場 －

計 20,000,000 20,000,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年９月30日
－ 20,000,000 － 1,103,400 － 699,737
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

飯倉ホールディングス株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３－１ 3,862 19.31

ゴールドマンサックスインター

ナショナル

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券会社東京支店）

１３３ ＦＬＥＥＴ　ＳＴＲＥＥＴ

ＬＯＮＤＯＮ　ＥＣ４Ａ　２ＢＢ,

Ｕ．Ｋ

（東京都港区六本木６丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー）

615 3.07

株式会社三和 和歌山県有田市新堂271 600 3.00

石井産業株式会社 和歌山県和歌山市湊1116 457 2.28

岡本　公一 大阪府吹田市 367 1.83

駿河屋共栄持株会 和歌山県和歌山市駿河町12番地 358 1.79

岡本　良晴 京都市伏見区 350 1.75

田中　源一郎 和歌山県有田市 248 1.24

田中　紀子 和歌山県有田市 242 1.21

岡本　文之助　 堺市西区 222 1.11

計 － 7,323 36.62

　（注）１. 駿河屋共栄持株会は、当社と継続的取引関係にある仕入先企業等を対象とした持株会であります。　

 　　　 ２. 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が2,767千株あります。　

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　86,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　19,680,000 19,680 －

単元未満株式 普通株式　　 234,000 － －

発行済株式総数 20,000,000 － －

総株主の議決権 － 19,680 －

  （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,767,000株含まれております。

　　　　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2,767個が含まれております。　　　
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②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社駿河屋

和歌山県和歌山市

駿河町12番地
86,000 － 86,000 0.43

計 － 86,000 － 86,000 0.43

２【株価の推移】

　当社株式は、非上場株式であるため、記載事項はありません。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月

30日まで）及び当中間会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の中間財務諸表について、公認会計

士玉置栄一氏、公認会計士向井泰彦氏により中間監査を受けております。

３　中間連結財務諸表について

　当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照
表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 160,828 147,538 170,542

受取手形 9,359 11,913 3,283

売掛金 133,935 131,951 136,412

たな卸資産 131,400 134,639 118,910

短期貸付金 240 240 240

その他 7,816 7,498 6,642

貸倒引当金 △1,450 △1,450 △1,412

流動資産合計 442,131 432,330 434,619

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 150,961

※2
 157,832

※2
 155,735

機械及び装置（純額） 58,753 52,767 55,781

土地 ※2
 640,611

※2
 612,022

※2
 612,022

その他（純額） 44,424 49,502 44,644

有形固定資産合計 ※1
 894,750

※1
 872,125

※1
 868,184

無形固定資産 6,469 6,111 6,011

投資その他の資産

投資有価証券 4,745 4,431 4,522

その他 71,555 63,117 65,852

投資その他の資産合計 76,301 67,549 70,374

固定資産合計 977,521 945,786 944,570

資産合計 1,419,653 1,378,116 1,379,189

負債の部

流動負債

支払手形 43,980 45,859 30,503

買掛金 72,361 77,857 78,064

短期借入金 ※2
 572,143

※2
 154,000

※2
 154,000

1年内返済予定の長期借入金 － ※2
 30,000

※2
 30,000

未払法人税等 8,787 8,384 15,762

未払消費税等 ※3
 11,578

※3
 9,937 8,945

その他 59,512 60,027 56,751

流動負債合計 768,364 386,067 374,027

固定負債

長期借入金 － ※2
 315,000

※2
 330,000

長期未払金 382,830 365,720 378,960

固定負債合計 382,830 680,720 708,960

負債合計 1,151,194 1,066,787 1,082,987
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(単位：千円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照
表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,103,400 1,103,400 1,103,400

資本剰余金

資本準備金 699,737 699,737 699,737

資本剰余金合計 699,737 699,737 699,737

利益剰余金

利益準備金 6,162 6,162 6,162

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,536,452 △1,492,605 △1,508,160

利益剰余金合計 △1,530,290 △1,486,443 △1,501,997

自己株式 △4,520 △4,583 △4,547

株主資本合計 268,326 312,110 296,592

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 131 △781 △389

評価・換算差額等合計 131 △781 △389

純資産合計 268,458 311,329 296,202

負債純資産合計 1,419,653 1,378,116 1,379,189
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②【中間損益計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約損益計算
書

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

売上高 1,156,723 1,148,274 2,176,245

売上原価 641,901 652,180 1,221,478

売上総利益 514,821 496,093 954,767

販売費及び一般管理費 467,811 467,800 921,200

営業利益 47,010 28,293 33,567

営業外収益 ※1
 3,063

※1
 2,778

※1
 5,300

営業外費用 ※2
 12,329

※2
 7,402

※2
 19,955

経常利益 37,744 23,669 18,911

特別利益 － － ※3
 73,186

特別損失 ※4
 283

※4
 2,965

※4, ※6
 20,989

税引前中間純利益 37,461 20,703 71,108

法人税、住民税及び事業税 5,354 5,149 10,709

法人税等調整額 － － －

法人税等合計 5,354 5,149 10,709

中間純利益 32,106 15,554 60,399

EDINET提出書類

株式会社駿河屋(E00379)

半期報告書

16/37



③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約株主資本
等変動計算書

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,103,400 1,103,400 1,103,400

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 1,103,400 1,103,400 1,103,400

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 699,737 699,737 699,737

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 699,737 699,737 699,737

資本剰余金合計

前期末残高 699,737 699,737 699,737

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 699,737 699,737 699,737

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 6,162 6,162 6,162

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 6,162 6,162 6,162

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,568,559 △1,508,160 △1,568,559

当中間期変動額

中間純利益 32,106 15,554 60,399

当中間期変動額合計 32,106 15,554 60,399

当中間期末残高 △1,536,452 △1,492,605 △1,508,160

利益剰余金合計

前期末残高 △1,562,397 △1,501,997 △1,562,397

当中間期変動額

中間純利益 32,106 15,554 60,399

当中間期変動額合計 32,106 15,554 60,399

当中間期末残高 △1,530,290 △1,486,443 △1,501,997

自己株式

前期末残高 △4,463 △4,547 △4,463

当中間期変動額

自己株式の取得 △57 △35 △84
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(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約株主資本
等変動計算書

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当中間期変動額合計 △57 △35 △84

当中間期末残高 △4,520 △4,583 △4,547

株主資本合計

前期末残高 236,276 296,592 236,276

当中間期変動額

中間純利益 32,106 15,554 60,399

自己株式の取得 △57 △35 △84

当中間期変動額合計 32,049 15,518 60,315

当中間期末残高 268,326 312,110 296,592

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 687 △389 687

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △555 △391 △1,077

当中間期変動額合計 △555 △391 △1,077

当中間期末残高 131 △781 △389

評価・換算差額等合計

前期末残高 687 △389 687

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △555 △391 △1,077

当中間期変動額合計 △555 △391 △1,077

当中間期末残高 131 △781 △389

純資産合計

前期末残高 236,964 296,202 236,964

当中間期変動額

中間純利益 32,106 15,554 60,399

自己株式の取得 △57 △35 △84

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △555 △391 △1,077

当中間期変動額合計 31,493 15,127 59,238

当中間期末残高 268,458 311,329 296,202
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 37,461 20,703 71,108

減価償却費 14,291 13,923 29,286

減損損失 － － 10,909

貸倒引当金の増減額（△は減少） 960 38 922

受取利息及び受取配当金 △170 △127 △240

支払利息 7,312 5,881 14,149

有形固定資産売却損益（△は益） 203 － △72,983

有形固定資産廃棄損 80 2,225 9,877

たな卸資産処分損 4,815 1,520 5,199

売上債権の増減額（△は増加） △5,686 △4,167 △2,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,814 △17,250 6,292

仕入債務の増減額（△は減少） 8,539 15,148 765

未払金の増減額（△は減少） 3,400 △3,385

長期未払金の増減額（△は減少） △3,578 △13,240 △7,448

その他 5,379 △1,795 6,430

小計 63,794 26,259 68,795

利息及び配当金の受取額 170 127 240

利息の支払額 △7,274 △5,891 △14,374

法人税等の支払額 △10,925 △10,709 △10,925

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,765 9,787 43,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △9,131 △17,257 △42,798

無形固定資産の取得による支出 △1,334 △370 △1,334

有形固定資産の売却による収入 200 － 101,975

投資有価証券の取得による支出 △355 △299 △654

貸付金の回収による収入 120 120 240

その他 1,939 51 3,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,561 △17,755 61,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △12,000 － △430,143

長期借入れによる収入 － － 360,000

長期借入金の返済による支出 － △15,000 －

自己株式の取得による支出 △57 △35 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,057 △15,035 △70,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,146 △23,003 34,860

現金及び現金同等物の期首残高 135,682 170,542 135,682

現金及び現金同等物の中間期末残高 160,828 147,538 170,542
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　項目

前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　資産の評価基準及び評

価方法

　

（1）有価証券
その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は総平

均法により算定して

おります。）

（1）有価証券
その他有価証券

時価のあるもの

同左

（1）有価証券
その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は総平均法

により算定しており

ます。）

　 時価のないもの

総平均法による原価

法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 （2）たな卸資産
製品　

総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

（2）たな卸資産
製品　

総平均法による原価

法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方

法により算定）を採

用しております。

（会計方針の変更）

　従来、総平均法による

原価法を採用しており

ましたが、当中間会計期

間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が
適用されたことに伴い、

総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により

算定）を採用しており

ます。

　なお、この変更による

当中間会計期間の営業

利益、経常利益及び税引

前中間純利益に与える

影響はありません。

（2）たな卸資産
製品　

総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社駿河屋(E00379)

半期報告書

20/37



　項目

前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　 商品、原材料、仕掛品、

貯蔵品　

月別移動平均法によ

る原価法を採用して

おります。

但し支店の付属工場

（京都）では商品、原

材料、貯蔵品について

最終仕入法による原

価法を採用しており

ます。

商品、原材料、仕掛品、

貯蔵品　

月別移動平均法によ

る原価法（貸借対照

表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下

げの方法により算

定）を採用しており

ます。

（会計方針の変更）

　従来、月別移動平均法

による原価法を採用し

ておりましたが、当中間

会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準

第９号　平成18年７月５
日）が適用されたこと

に伴い、月別移動平均法

による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を

採用しております。

　なお、この変更による

当中間会計期間の営業

利益、経常利益及び税引

前中間純利益に与える

影響はありません。

商品、原材料、仕掛品、

貯蔵品　

月別移動平均法によ

る原価法を採用して

おります。

但し支店の付属工場

（京都）では商品、原

材料、貯蔵品について

最終仕入法による原

価法を採用しており

ます。
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　項目

前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２　固定資産の減価償却の

方法

　

（1）有形固定資産
 

定率法

ただし、平成10年４月
１日以降に取得した

建物（付属設備を除

く）については、定額

法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりであり

ます。

（1）有形固定資産（リー
ス資産を除く）

定率法

ただし、平成10年４月
１日以降に取得した

建物（付属設備を除

く）については、定額

法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりであり

ます。

（1）有形固定資産
 

定率法

ただし、平成10年４月
１日以降に取得した

建物（付属設備を除

く）については、定額

法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりであり

ます。

　 建物及び

構築物
８～50年

機械装置及び

工具器具備品
２～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、平成

19年4月1日以降に取得し
た有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更

しております。

　なお、この変更に伴う営

業利益、経常利益及び税引

前中間純利益に与える影

響は軽微であります。

建物及び

構築物
８～50年

機械装置及び

工具器具備品
２～15年

（追加情報）

　機械及び装置について

は、従来、耐用年数を9年と
しておりましたが、当中間

会計期間より10年に変更
しております。

　これは、平成20年度の税
制改正を契機に耐用年数

を見直したことによるも

のであります。

　これにより、当中間会計

期間の営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益に

与える影響は軽微であり

ます。

建物及び

構築物
８～50年

機械装置及び

工具器具備品
２～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、

当事業年度より、平成19年
4月1日以降に取得した有
形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更して

おります。

　なお、この変更に伴う営

業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影

響は軽微であります。

 （2）無形固定資産
 

定額法

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可

能期間（５年）に基

づいております。

（2）無形固定資産（リー
ス資産を除く）

同左

（2）無形固定資産
 

同左

 （3）　　　　―
　

（3）リース資産
リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零と

する定額法を採用して

おります。

（3）　　　　―
　

 （4）長期前払費用
定額法

（4）長期前払費用
同左

（4）長期前払費用
同左
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　項目

前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３　引当金の計上基準 　　貸倒引当金

債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債

権については、貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等については、財

務内容評価法により、

回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上

しております。

　　貸倒引当金

同左

　　貸倒引当金

同左

４　重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。

リース取引に関する会

計基準の改正適用初年

度開始前に取得した所

有権移転外ファイナン

ス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた

会計処理によっており

ます。

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。

５　重要なヘッジ会計の方

法

　（1）ヘッジ会計の方法
―

　（1）ヘッジ会計の方法
金利スワップについて

は繰延ヘッジ会計を適

用しております。ただ

し、特例処理の要件を

満たすものについて

は、特例処理を採用し

ております。

　（1）ヘッジ会計の方法
同左

 　（2）ヘッジ手段とヘッジ
対象

―

　（2）ヘッジ手段とヘッジ
対象

　　ヘッジ手段

　　　金利スワップ

ヘッジ対象

　借入金

　（2）ヘッジ手段とヘッジ
対象

　　ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

６　中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易

に換金可能であり、か

つ、価値の変動につい

て、僅少なリスクしか

負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資か

らなっております。

同左 同左

７　その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理

は、税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当中間会計期間より

「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会　会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））が適用された

ことに伴い、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によることとし

ております。

　なお、リース取引開始日が適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。

　ただし、当中間会計期間において所

有権移転外ファイナンス・リース取

引を行っていないため、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益に与え

る影響はありません。

──────

【表示方法の変更】

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産処分

損」は、前中間会計期間は「その他」に含めて表示してお

りましたが、重要性が増したため区分記載しております。

　なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「た

な卸資産処分損」は579千円であります。　　

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額

（△は減少）」は前中間会計期間は「その他」に含めて

表示しておりましたが、重要性が増したため区分記載して

おります。

　なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「未

払金の増減額（△は減少）」は671千円であります。　　
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

区分

前中間会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

　 　 　

建物 520,452 480,754 475,809

機械及び装置 826,597 788,512 825,994

その他 224,317 210,509 208,816

計 1,571,367 1,479,777 1,510,621

※２　担保資産及び担保付債

務

イ　担保差入資産 イ　担保差入資産 イ　担保差入資産

　 建物 95,239

土地 640,611

計 735,850

建物 108,522

土地 612,022

計 720,545

建物 111,817

土地 612,022

計 723,840

　 ロ　債務の内容 ロ　債務の内容 ロ　債務の内容

　 短期借入金 572,143

未払リース債務 11,018

計 583,162

短期借入金 154,000

一年以内返済予

定の長期借入金
30,000

長期借入金 315,000

未払リース債務 7,011

計 506,011

短期借入金 154,000

一年以内返済予

定の長期借入金
30,000

長期借入金 330,000

未払リース債務 9,015

計 523,015

※３　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、未払消費税等として

表示しております。

同左 ─────

（中間損益計算書関係）

区分

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

※１　営業外収益のうち主なもの 　 　 　

受取利息 68 90 138

受取配当金 101 37 101

受取講習会収入 1,135 1,003 1,502

業務委託収入 972 789 1,937

※２　営業外費用のうち主なもの 　 　 　

支払利息 7,312 5,881 14,149

たな卸資産処分損 4,815 1,520 5,119

※３　特別利益のうち主なもの 　 　 　

土地売却益 － － 73,186

※４　特別損失のうち主なもの 　 　 　

建物の廃棄損 － － 7,782

構築物の廃棄損 － － 129

機械及び装置の売却損 203 － 203

機械及び装置の廃棄損 11 2,095 365

車輌運搬具の廃棄損 52 113 623

工具器具備品の廃棄損 16 16 685

長期前払費用の廃棄損 － － 290

閉店損失 － 740 －

減損損失 － － 10,909

　５　減価償却実施額 　 　 　

有形固定資産 10,879 11,089 22,586

無形固定資産 433 270 891
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前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※６　　　──────

　

※６　　　────── ※６　減損損失

　当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失

を計上しました。

場所 用途 種類
販売
店舗　

大阪府
　泉佐
野市

販売　
設備

建物
構築物
長期前
払費用

長滝店
　

　当社は、店舗別の管理会計上の区

分及び投資の意思決定を行う際の

単位を、概ね独立してキャッシュ

・フローを生み出す最小単位とし

て捉え、資産のグルーピング（管

理部門、製造部門、販売部門に分け

て）を行っております。

　その内、販売部門における当事業

年度において、店舗別損益計算書

より損益を把握し、事業用資産の

見直しを行うとともに将来キャッ

シュ・フローの回収額を見積もっ

た結果、収益性が著しく低下した

販売店舗（大阪府泉佐野市長滝

店）については、営業活動から生

じる損益およびキャッシュ・フ

ローとも継続してマイナスであ

り、当面の黒字化が困難であるた

め減損の兆候を認識いたしまし

た。当社は当期において、当該店舗

に係る帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（10,909千円）として特別損失に

計上しました。

　その内容ですが、長滝店は賃借物

件であり、造作を中心とした設備

のため、回収可能価額はゼロと考

えております。当該店舗の損益が

好転する兆しは少なく、閉鎖を前

提として検討するのが相当と考え

ております。

　減損損失の内訳は、建物10,187千

円、構築物242千円、長期前払費用

478千円であります。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 20,000,000 － － 20,000,000

合計 20,000,000 － － 20,000,000

自己株式     

普通株式 80,114 3,183 － 83,297

合計 80,114 3,183 － 83,297

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,183株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年9月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 20,000,000 － － 20,000,000

合計 20,000,000 － － 20,000,000

自己株式     

普通株式 84,785 1,971 － 86,756

合計 84,785 1,971 － 86,756

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,971株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。

　

３.　配当に関する事項

　　 該当事項はありません。

　

前事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 20,000,000 － － 20,000,000

合計 20,000,000 － － 20,000,000

自己株式     

普通株式 80,114 4,671 － 84,785

合計 80,114 4,671 － 84,785

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,671株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。

　

３.　配当に関する事項
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　　 該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

　 （単位：千円）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 160,828

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
   　－ 　

現金及び現金同等物 160,828

現金及び預金勘定 147,538

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
   　－ 　

現金及び現金同等物 147,538

現金及び預金勘定 170,542

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
－　

現金及び現金同等物 170,542

（リース取引関係）

　 （単位：千円）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

　　リース取引開始日がリース会計基準適用初

年度前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を引続き採用してお

ります。

　該当するものについては以下のとおりで

す。

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価
額相当
額

減価償
却累計
額相当
額

中間期
末残高
相当額

工具・器具
・備品

25,694 18,532 7,162

ソフトウエ
ア

9,354 2,962 6,392

 合計 35,049 21,494 13,554

　
取得価
額相当
額

減価償
却累計
額相当
額

中間期
末残高
相当額

工具・器具
・備品

7,645 3,949 3,695

ソフトウエ
ア

9,354 4,833 4,521

 合計 17,000 8,782 8,217

　
取得価
額相当
額

減価償
却累計
額相当
額

期末残
高相当
額

工具・器具
・備品

25,694 20,244 5,450

ソフトウエ
ア

9,354 3,897 5,456

合計 35,049 24,141 10,907

（２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料中間期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,580

１年超 8,707

合計 14,288

１年以内 3,485

１年超 5,221

合計 8,707

１年以内 4,036

１年超 6,984

合計 11,021

（３）当中間期の支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

（３）当中間期の支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

（３）当期の支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 3,956

減価償却費相当額 3,532

支払利息相当額 413

支払リース料 2,539

減価償却費相当額 2,295

支払利息相当額 233

支払リース料 7,515

減価償却費相当額 6,689

支払利息相当額 729

（４）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（４）減価償却費相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については利息法によっており

ます。

（５）利息相当額の算定方法

同左

（５）利息相当額の算定方法

同左

 (減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

 (減損損失について）

同左 

 (減損損失について）

同左 
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年９月30日）

１　時価のある有価証券

　 （単位：千円）

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額

その他有価証券    

(1）株式 3,863 3,995 131

(2）その他 － － －

計 3,863 3,995 131

　（注）　減損処理の該当はありません。なお、下落率が30％～50％の株式の減損処理にあっては、個別銘柄毎に、当中間会

計期間における最高値・最安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行

体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合

的に判断しております。

２　時価評価されていない主な有価証券

　 （単位：千円）

区分 中間貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 750

当中間会計期間末（平成20年９月30日）

１　時価のある有価証券

　 （単位：千円）

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額

その他有価証券    

(1）株式 4,462 3,681 △781

(2）その他 － － －

計 4,462 3,681 △781

　（注）　減損処理の該当はありません。なお、下落率が30％～50％の株式の減損処理にあっては、個別銘柄毎に、当中間会

計期間における最高値・最安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行

体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合

的に判断しております。

２　時価評価されていない主な有価証券

　 （単位：千円）

区分 中間貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 750

前事業年度末（平成20年３月31日）

１　時価のある有価証券

　 （単位：千円）

区分 取得原価 貸借対照表計上額 差額

その他有価証券    

(1）株式 4,162 3,772 △389

(2）その他 － － －
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区分 取得原価 貸借対照表計上額 差額

計 4,162 3,772 △389

　（注）　減損処理の該当はありません。なお、下落率が30％～50％の株式の減損処理にあっては、個別銘柄毎に、当事業年

度における最高値・最安値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに、発行体の

外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に

判断しております。

２　時価評価されていない主な有価証券

　 （単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

その他有価証券  

非上場株式 750
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（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません 　同左 　同左

　（注）　当社は関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資損益については、記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

 　　　　前中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　 　　　該当事項はありません。

 　　　　当中間会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　 　　　該当事項はありません。

 　　　　前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　 　　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額    13.47 円

１株当たり中間純利益

金額
1.61 円

１株当たり純資産額 15.63円

１株当たり中間純利益

金額
0.78円

１株当たり純資産額 14.87円

１株当たり当期純利益

金額
3.03円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

（自平成19年４月１日
至平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自平成20年４月１日
至平成20年９月30日）

前事業年度
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 32,106 15,554 60,399

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る

中間（当期）純利益（千円）
32,106 15,554 60,399

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,918 19,914 19,917
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（固定資産の譲渡）

　平成19年11月9日開催の当社取締役
会において、当社保有の土地の譲渡を

決議し、これに基づき、平成19年12月
14日に次の通り売買契約の締結を行
いました。

―――――― ――――――

１．譲渡理由　有利子負債の削減等　

を通じて財務体質の

改善に努めるととも

に、譲渡代金を店舗投

資等に充当し、事業基

盤の強化に注力する

ため、当該資産を譲渡

することといたしま

した。

  

２．譲渡先　　和島興産株式会社   

３．譲渡資産　土地   

所在地　和歌山市駿　　

河町12番地-2他（計2
筆）

名称　本社土地一部

地積  370.91㎡

  

４．譲渡前の使途　　

事務所及び駐車場

５．譲渡時期　平成20年1月28日（予
定）

  

６．譲渡価額　101,980千円   

　これにより、平成20年3月期におい
て、特別損益として固定資産売却益

73,000千円（概算）及び固定資産廃
棄損7,500千円（概算）を計上する予
定であります。

  

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　
有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

（第64期）

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日
　
平成20年６月27日

近畿財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成19年12月26日

株式会社駿河屋  

 取締役会　御中  

 　　玉置公認会計士事務所 

 
 

　
 公認会計士 玉置　栄一　　㊞

 　　向井公認会計士事務所 

 
　

　
 公認会計士 向井　泰彦　　㊞

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社駿河屋の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第64期事業年度の中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株

式会社駿河屋の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．前中間会計期間の中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成20年12月24日

株式会社駿河屋  

 取締役会　御中  

 　　玉置公認会計士事務所 

 
 

　
 公認会計士 玉置　栄一　　㊞

 　　向井公認会計士事務所 

 
　

　
 公認会計士 向井　泰彦　　㊞

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社駿河屋の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（平成20年４月１日から平

成20年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株

式会社駿河屋の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成20年４月１日から平

成20年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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